
 

 

労働政策審議会の「労働者派遣制度の改正について（建議）」に沿った労働者派遣

法の改正に反対する会長声明 

 

 本年１月２９日、厚生労働省労働政策審議会は、「労働者派遣制度の改正について」

との建議をとりまとめた。この建議を受けて、通常国会において、労働者派遣法を改

正する予定とされている。 

 上記建議は、労働者派遣法の制定以来の根本原則である「常用代替防止」の考え方

を実質的に放棄して、派遣先において事実上永続的に派遣労働者を使い続けることが

できるようにするものである。すなわち、上記建議は、期間制限のあり方について、

①専門２６業務による区分を廃止し、②派遣元で無期雇用されている派遣労働者につ

いては期間制限を撤廃し、③派遣元で有期雇用されている派遣労働者については派遣

労働者個人単位で上限期間(３年)を設定するが、④派遣先は有期雇用派遣の受入開始

から３年経過するときまでに派遣先における過半数で組織する労働組合等から意見

を聴取した場合には、有期雇用派遣労働者を交代させることによって３年経過後も継

続して派遣労働者を受け入れることができる、としている。なお、労働政策審議会で

は、均等待遇の確保策の導入も議論されたが、建議においてはその導入は見送られ、

均衡に配慮する努力義務が謳われるにとどまっている。 

 そもそも、労働基準法が中間搾取を禁止し、職業安定法が労働者供給事業を禁止し

ていることからも明らかなとおり、使用者は労働者を直接に雇用することが大原則で

ある。間接雇用は、必然的に、身分が不安定となり処遇も低くなりがちであることか

ら、本来禁止されるべきものである。１９８５年に制定された労働者派遣法は、かか

る直接雇用原則を前提としつつ、あくまでも例外的に、専門的な知識や経験等を要す

る業務について労働力の需給調整のための制度として、労働者派遣を許容したもので

あり、それゆえ派遣労働者を受け入れることができる業務を限定し、かつ、派遣期間

にも制限が設けられ、派遣労働者をもって直接雇用労働者に代替させてはならないと

いう常用代替防止の考え方が採用された。その後、１９９９年の法改正により派遣対

象業務が原則自由化（ネガティブリスト化）されたが、その際にも、労働者派遣は、

あくまでも臨時的・一時的な労働力需給の迅速かつ的確な調整のための制度として許

容されるものにすぎず常用代替となってはならないとの考え方は維持され、自由化業

務について派遣を受け入れることができる期間は原則１年に制限され、期間制限違反

には罰則も規定された。すなわち、労働者派遣は、あくまでも労働力需給の迅速か

つ的確な調整のためという必要性があるからこそ、雇用の不安定さや中間搾取によ

る賃金低下という弊害があったとしても例外的に許容されてきたのである。 

 ところが、今回の建議は、この常用代替防止の考え方を事実上放棄するものであっ

て、到底容認できない。実効性ある均等待遇の確保策の導入もないままに、期間制限

が事実上撤廃されるならば、派遣先は、永続的に派遣労働者を使い続けることができ

るようになり、直接雇用労働者の地位が不安定で低賃金な派遣労働者に置き換えら

れていくことになるであろう。 

 当会は、２００８年１０月２４日付で「労働者派遣法の抜本的改正を求める会長声

明」を発表し、間接的な雇用形態である労働者派遣については、雇用責任があいまい

になりがちであることから、とりわけ厳格な法規制と違法行為に対する制裁が求めら

れ、具体的には、①雇用は直接雇用が原則であり、派遣労働は直用代替の危険がない



 

 

臨時的・一時的業務に対するものを例外的に許容するものであることを明記すること、

②派遣可能業務を専門業務のみに限定すること、③不安定な雇用形態である登録型派

遣そのものを原則禁止すること、④派遣先労働者との均等待遇を認めること、⑤派遣

先に派遣労働者の労働条件に関する団交応諾義務があることを明文化すること、⑥行

政による監督権と罰則の強化などの規制が盛り込まれるべきこと等を提言してきた

ところである。 

 当会は、当会の求める法改正とまったく相反する方向で労働者派遣法を改正しよう

とする上記建議に強く反対するとともに、改めて、労働者派遣法について、上記当会

の提言に沿った方向での抜本的改正を求めるものである。 
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